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マイナンバーカードの交付申請はお済みですか

２月からマイナンバーカードを利用して、
住民票の写しや印鑑登録証明書等の各

種証明書がコンビニエンスストアでも取得で
きるようになりました。
　まだ、マイナンバーカードをつくっていな
い人は早めに交付申請してください。

問市民課 戸籍係　☎ 22-3135

●申請方法
　 お手元にある通知カードから交付申請書を切

り離して、必要事項の記入及び顔写真を貼付
し交付申請用封筒で郵送してください。

●有効期間
　 交付申請書用封筒の差出有効期間が「平成

２９年１０月４日」までとなっているものは、
期間延長により「令和４年５月３１日」まで有
効な封筒として利用できます。

交
付
申
請
書
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分

※ 通知カードを紛失してもマイナンバーカードは交付申
請できます。詳しくはお問い合わせください。

証明書自動交付機の利用は９月末まで

市役所と内牧支所に設置してあります証
明書自動交付機は、ことしの９月末ま

でで利用を終了します。
　お手元の「阿蘇市民カード」「阿蘇町住民
カード」は窓口で印鑑登録証明書を交付申請
する際に必要です。大切に保管してください。

「阿蘇市民カード」「阿蘇町住民カード」は、　
印鑑登録証として引き続き取り扱います。

　地域社会の健全な発展を図ることを目的とした宝
くじの助成金を活用し、地域活動時に不足していたイ
ス、テーブル、ＯＡ機器などを「北黒川区」「南黒川区」

「上西河原区」「小倉区」の公民館に整備しました。
　このコミュニティ助成事業は、社会貢献広報事業費
を財源として一般財団法人自治総合センターが助成
を行うものです。
　地域活動備品の整備を行っ
たことにより、同地区ではコ
ミュニティ活動が一層活発に
なるものと期待されます。

コミュニティ助成事業で地域活動備品を整備

椅子 テーブル

テレビ 発電機



　　　

※ この事業は本年度で終了する見込みです。
自力復旧を希望する人はお早めに申し込み
ください。

熊本地震で被災した農地や農業用水路、農
道を農家が自力で復旧する場合、必要な

経費の一部を支援します。
　事業の対象となるか不明な場合や申請書の作
成方法など、詳しくはお問い合わせください。
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農地・農業用水路等の復旧を支援します
問農政課 農村整備係　 ☎ 22-3274

●復旧対象　
　耕作に利用されると認められる農地
●対象経費
　�作業機械借上料、機械オペレーター賃金、　

材料費、運搬費等
●補助率　１／２以内
●上限額　２０万円／箇所
※ 国庫補助事業や本支援事業等を利用して既

に復旧した農地は対象になりません。
※ 事業実施には、熊本地震による農地被災の

届け出が必要です。

農家の自力復旧支援事業

小規模農業用水路・農道の早期復旧支援事業
●復旧対象
　農業用水路、農道（受益農家２戸以上）
●�対象経費
　 作業機械借上料、機械オペレーター賃金、　

労務費、材料費等
●補助率　２／３以内
●上限額　２６万６千円／箇所
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野外活動で
マダニに噛まれない
ポイント

●肌の露出を少なくする
●長袖・長ズボンなどを着用
●足を完全に覆う靴を履く
●明るい色の服を着る
　（マダニを確認しやすくする）
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車道 私有地

道路上に張り出している樹木伐採のお願い
問建設課 管理係 ☎ 22-3187

車道や歩道の一部で樹木や生垣が覆いかぶさ
ると通行しづらいだけでなく、折れ木・落枝

等が原因で交通障害を引き起こす場合がありま
す。樹木所有者は庭木の剪定・伐採を行い、適切な
管理をお願いします。

※ 私有地から張り出している樹木は、土地所有者
の方に所有権があるため、市で剪定・伐採するこ
とが出来ません。

※ 折れ木・落枝や樹木等が道路にはみだしている
ことが原因で事故等が発生した場合は、所有者
の方が責任を問われることがあります。

建築限界に樹木が出ないよう注意！
　自動車や歩行者の安全な通行を確保す
るために、電柱、信号機、樹木等が道路上に
入ってはいけない「空間」を定めるものを
建築限界といいます。高さについて車道の
場合は「4.5m」、歩道の場合は「2.5m」の範
囲に樹木等が道路に張り出していると建
築限界を犯している可能性があります。

建築限界の範囲

建築限界を犯している範囲

※ 伐採などの作業時には、通行車両や自転車・歩行者の安全確保と樹木やはしご等からの転落防止に十分
ご注意ください。
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※ カーブミラーの視界や防犯灯の明かりを遮る樹木等についても視界の確保をお願いします。
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私有地
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　令和２年４月１日からの指定管理者を募集
しますので、以下をご参照のうえ応募してく
ださい。

阿蘇市では「公の施設」について、民間の能
力やノウハウを幅広く活用し、サービス

の向上や経費の節減等を図ることを目的とし
て指定管理者制度を導入しています。

令和２年４月からの指定管理者を募集します
問財政課 企画係　 ☎ 22-3204

●申込資格　
　応募要件を満たす法人又はその他の団体
　（個人での応募はできません）
※�応募資格詳細は、各施設の所管課が配布す
る募集要項をご確認ください。

●募集要項配布・申込受付期間
　�８月１日㈭～９月３０日㈪�（土・日・祝日除く）
●指定期間
　令和２年４月１日～令和７年３月３１日
　の「５年間」

●選定
　応募者の中から総合的に審査し、施設の効
用を最大限に発揮できる団体等を指定管理者
（候補者）として選定します。その後議会の議
決を経て正式に決定します。
●申込方法
　申込受付期間中に募集要項に定める書類を
施設の所管課に提出してください。
　募集要項及び申請様式は、阿蘇市ホーム
ページに掲載しています。

公の施設の名称等 指定期間 所管課・問い合わせ先

①阿蘇市農林水産物処理加工施設

５年間

まちづくり課
☎ 22-3318②阿蘇市農林畜産物直売・食材供給施設

③阿蘇市古代の里キャンプ村 観光課
☎ 22-3174

④阿蘇市農村環境改善センター 農政課
☎ 22-3274

⑤阿蘇市阿蘇体育館　他 2施設
教育課
☎ 22-3229

⑥阿蘇市阿蘇農村公園あぴか

⑦阿蘇市温水プール・温泉施設　他 1施設

⑧阿蘇市就業改善センター　他 3施設
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●指定管理者の募集施設


